
 
 

平 成 十 二 年 建 設 省 告 示 第 二 千 四 百 六 十 四 号 （ 鋼 材 等 及 び 溶 接 部 の 許 容 応 力 度 並 び に 材 料 強 度 の 基 準 強 度 を 定 め る 件 ） 
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改    定    案 現    行    告    示 

 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 九 十 条 、 第 九 十 二 条

、 第 九 十 六 条 及 び 第 九 十 八 条 の 規 定 に 基 づ き 、 鋼 材 等 及 び 溶 接 部 の 許 容 応 力 度 並

び に 鋼 材 等 及 び 溶 接 部 の 材 料 強 度 の 基 準 強 度 を 次 の よ う に 定 め る 。 

 

 建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 九 十 条 、 第 九 十 二 条

、 第 九 十 六 条 及 び 第 九 十 八 条 の 規 定 に 基 づ き 、 鋼 材 等 及 び 溶 接 部 の 許 容 応 力 度 並

び に 鋼 材 等 及 び 溶 接 部 の 材 料 強 度 の 基 準 強 度 を 次 の よ う に 定 め る 。 

 

鋼 材 等 及 び 溶 接 部 の 許 容 応 力 度 並 び に 材 料 強 度 の 基 準 強 度 を 定 め る 件 

 

鋼 材 等 及 び 溶 接 部 の 許 容 応 力 度 並 び に 材 料 強 度 の 基 準 強 度 を 定 め る 件 

 

第 一 鋼 材 等 の 許 容 応 力 度 の 基 準 強 度 第 一 鋼 材 等 の 許 容 応 力 度 の 基 準 強 度 

一 鋼 材 等 の 許 容 応 力 度 の 基 準 強 度 は 、 次 号 に 定 め る も の の ほ か 、 次 の 表 の 数

値 と す る 。 

一 鋼 材 等 の 許 容 応 力 度 の 基 準 強 度 は 、 次 号 に 定 め る も の の ほ か 、 次 の 表 の 数

値 と す る 。 

 

鋼 材 等 の 種 類 及 び 品 質 

基 準 強 度 （ 単 位 一 平 方 ミ リ メ ー

ト ル に つ き ニ ュ ー ト ン ） 

  

鋼 材 等 の 種 類 及 び 品 質 

基 準 強 度 （ 単 位 一 平 方 ミ リ メ ー

ト ル に つ き ニ ュ ー ト ン ） 

 

 

略 略 略 略 
  

略 略 略 略 
 

  
 

 

構 造 用

鋼 材 

Ｓ Ｕ Ｓ 三 〇 四 Ａ 

Ｓ Ｕ Ｓ 三 一 六 Ａ 

Ｓ Ｄ Ｐ 四 

Ｓ Ｄ Ｐ 五 

二 三 五 

   
 

 

構 造 用

鋼 材 

Ｓ Ｕ Ｓ 三 〇 四 Ａ 

Ｓ Ｕ Ｓ 三 一 六 Ａ 

二 三 五 

 

 ス テ ン

レ ス 鋼 
 Ｓ Ｕ Ｓ 三 〇 四 Ｎ 二 Ａ 

Ｓ Ｄ Ｐ 六 

三 二 五 

  ス テ ン

レ ス 鋼 
 

Ｓ Ｕ Ｓ 三 〇 四 Ｎ 二 Ａ 三 二 五 

 

  

ボ ル ト 

Ａ 二 ― 五 〇 

Ａ 四 ― 五 〇 

二 一 〇 

   

ボ ル ト Ａ 二 ― 五 〇 二 一 〇 

 

  
 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 五 五 〇 （ 構 造 用 ス テ 
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構 造 用 ケ ー ブ ル 

ン レ ス 鋼 ワ イ ヤ ロ ー プ ） ― 二 〇 〇

三 の 付 表 の 区 分 に 応 じ て そ れ ぞ れ

の 表 に 掲 げ る 破 断 荷 重 （ 単 位 キ

ロ ニ ュ ー ト ン ） に 二 分 の 千 を 乗 じ

た 数 値 を 構 造 用 ケ ー ブ ル の 種 類 及

び 形 状 に 応 じ て 求 め た 有 効 断 面 積

（ 単 位 平 方 ミ リ メ ー ト ル ） で 除

し た 数 値 

       

  

略 略 略 
   

略 略 略 
 

 

略 略 略 略 
  

略 略 略 略 
 

 
 こ の 表 に お い て 、 Ｓ Ｋ Ｋ 四 〇 〇 及 び Ｓ Ｋ Ｋ 四 九 〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ａ 五 五 二

五 （ 鋼 管 ぐ い ） ― 一 九 九 四 に 適 合 す る Ｓ Ｋ Ｋ 四 〇 〇 及 び Ｓ Ｋ Ｋ 四 九 〇 を 、

Ｓ Ｈ Ｋ 四 〇 〇 、 Ｓ Ｈ Ｋ 四 〇 〇 Ｍ 及 び Ｓ Ｈ Ｋ 四 九 〇 Ｍ は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ａ 五 五 二

六 （ Ｈ 形 鋼 ぐ い ） ― 一 九 九 四 に 適 合 す る Ｓ Ｈ Ｋ 四 〇 〇 ， Ｓ Ｈ Ｋ 四 〇 〇 Ｍ 及

び Ｓ Ｈ Ｋ 四 九 〇 Ｍ を 、 Ｓ Ｓ 四 〇 〇 、 Ｓ Ｓ 四 九 〇 及 び Ｓ Ｓ 五 四 〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ

 Ｇ 三 一 〇 一 （ 一 般 構 造 用 圧 延 鋼 材 ） ― 一 九 九 五 に 適 合 す る Ｓ Ｓ 四 〇 〇 、

Ｓ Ｓ 四 九 〇 及 び Ｓ Ｓ 五 四 〇 を 、 Ｓ Ｍ 四 〇 〇 Ａ 、 Ｓ Ｍ 四 〇 〇 Ｂ 、 Ｓ Ｍ 四 〇 〇

Ｃ 、 Ｓ Ｍ 四 九 〇 Ａ 、 Ｓ Ｍ 四 九 〇 Ｂ 、 Ｓ Ｍ 四 九 〇 Ｃ 、 Ｓ Ｍ 四 九 〇 Ｙ Ａ 、 Ｓ Ｍ

四 九 〇 Ｙ Ｂ 、 Ｓ Ｍ 五 二 〇 Ｂ 及 び Ｓ Ｍ 五 二 〇 Ｃ は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 一 〇 六 （ 溶

接 構 造 用 圧 延 鋼 材 ） ― 一 九 九 九 に 適 合 す る Ｓ Ｍ 四 〇 〇 Ａ 、 Ｓ Ｍ 四 〇 〇 Ｂ 、

Ｓ Ｍ 四 〇 〇 Ｃ 、 Ｓ Ｍ 四 九 〇 Ａ 、 Ｓ Ｍ 四 九 〇 Ｂ 、 Ｓ Ｍ 四 九 〇 Ｃ 、 Ｓ Ｍ 四 九 〇

Ｙ Ａ 、 Ｓ Ｍ 四 九 〇 Ｙ Ｂ 、 Ｓ Ｍ 五 二 〇 Ｂ 及 び Ｓ Ｍ 五 二 〇 Ｃ を 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 〇 〇

Ａ Ｗ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 〇 〇 Ａ Ｐ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 〇 〇 Ｂ Ｗ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 〇 〇 Ｂ Ｐ 、 Ｓ Ｍ Ａ

四 〇 〇 Ｃ Ｗ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 〇 〇 Ｃ Ｐ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 九 〇 Ａ Ｗ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 九 〇 Ａ Ｐ 、

  
 こ の 表 に お い て 、 Ｓ Ｋ Ｋ 四 〇 〇 及 び Ｓ Ｋ Ｋ 四 九 〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ａ 五 五 二

五 （ 鋼 管 ぐ い ） ― 一 九 九 四 に 定 め る Ｓ Ｋ Ｋ 四 〇 〇 及 び Ｓ Ｋ Ｋ 四 九 〇 を 、 Ｓ

Ｈ Ｋ 四 〇 〇 、 Ｓ Ｈ Ｋ 四 〇 〇 Ｍ 及 び Ｓ Ｈ Ｋ 四 九 〇 Ｍ は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ａ 五 五 二 六

（ Ｈ 形 鋼 ぐ い ） ― 一 九 九 四 に 定 め る Ｓ Ｈ Ｋ 四 〇 〇 ， Ｓ Ｈ Ｋ 四 〇 〇 Ｍ 及 び Ｓ

Ｈ Ｋ 四 九 〇 Ｍ を 、 Ｓ Ｓ 四 〇 〇 、 Ｓ Ｓ 四 九 〇 及 び Ｓ Ｓ 五 四 〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ

三 一 〇 一 （ 一 般 構 造 用 圧 延 鋼 材 ） ― 一 九 九 五 に 定 め る Ｓ Ｓ 四 〇 〇 、 Ｓ Ｓ 四

九 〇 及 び Ｓ Ｓ 五 四 〇 を 、 Ｓ Ｍ 四 〇 〇 Ａ 、 Ｓ Ｍ 四 〇 〇 Ｂ 、 Ｓ Ｍ 四 〇 〇 Ｃ 、 Ｓ

Ｍ 四 九 〇 Ａ 、 Ｓ Ｍ 四 九 〇 Ｂ 、 Ｓ Ｍ 四 九 〇 Ｃ 、 Ｓ Ｍ 四 九 〇 Ｙ Ａ 、 Ｓ Ｍ 四 九 〇

Ｙ Ｂ 、 Ｓ Ｍ 五 二 〇 Ｂ 及 び Ｓ Ｍ 五 二 〇 Ｃ は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 一 〇 六 （ 溶 接 構 造

用 圧 延 鋼 材 ） ― 一 九 九 九 に 定 め る Ｓ Ｍ 四 〇 〇 Ａ 、 Ｓ Ｍ 四 〇 〇 Ｂ 、 Ｓ Ｍ 四 〇

〇 Ｃ 、 Ｓ Ｍ 四 九 〇 Ａ 、 Ｓ Ｍ 四 九 〇 Ｂ 、 Ｓ Ｍ 四 九 〇 Ｃ 、 Ｓ Ｍ 四 九 〇 Ｙ Ａ 、 Ｓ

Ｍ 四 九 〇 Ｙ Ｂ 、 Ｓ Ｍ 五 二 〇 Ｂ 及 び Ｓ Ｍ 五 二 〇 Ｃ を 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 〇 〇 Ａ Ｗ 、 Ｓ

Ｍ Ａ 四 〇 〇 Ａ Ｐ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 〇 〇 Ｂ Ｗ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 〇 〇 Ｂ Ｐ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 〇 〇 Ｃ

Ｗ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 〇 〇 Ｃ Ｐ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 九 〇 Ａ Ｗ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 九 〇 Ａ Ｐ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四
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Ｓ Ｍ Ａ 四 九 〇 Ｂ Ｗ ， Ｓ Ｍ Ａ 四 九 〇 Ｂ Ｐ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 九 〇 Ｃ Ｗ 及 び Ｓ Ｍ Ａ 四 九

〇 Ｃ Ｐ は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 一 一 四 （ 溶 接 構 造 用 耐 候 性 熱 間 圧 延 鋼 材 ） ― 一 九

九 八 に 適 合 す る Ｓ Ｍ Ａ 四 〇 〇 Ａ Ｗ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 〇 〇 Ａ Ｐ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 〇 〇 Ｂ Ｗ

、 Ｓ Ｍ Ａ 四 〇 〇 Ｂ Ｐ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 〇 〇 Ｃ Ｗ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 〇 〇 Ｃ Ｐ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 九

〇 Ａ Ｗ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 九 〇 Ａ Ｐ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 九 〇 Ｂ Ｗ ， Ｓ Ｍ Ａ 四 九 〇 Ｂ Ｐ 、 Ｓ Ｍ

Ａ 四 九 〇 Ｃ Ｗ 及 び Ｓ Ｍ Ａ 四 九 〇 Ｃ Ｐ を 、 Ｓ Ｎ 四 〇 〇 Ａ 、 Ｓ Ｎ 四 〇 〇 Ｂ 、 Ｓ

Ｎ 四 〇 〇 Ｃ 、 Ｓ Ｎ 四 九 〇 Ｂ 及 び Ｓ Ｎ 四 九 〇 Ｃ は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 一 三 六 （ 建

築 構 造 用 圧 延 鋼 材 ） ― 一 九 九 四 に 適 合 す る Ｓ Ｎ 四 〇 〇 Ａ 、 Ｓ Ｎ 四 〇 〇 Ｂ 、

Ｓ Ｎ 四 〇 〇 Ｃ 、 Ｓ Ｎ 四 九 〇 Ｂ 及 び Ｓ Ｎ 四 九 〇 Ｃ を 、 Ｓ Ｎ Ｒ 四 〇 〇 Ａ 、 Ｓ Ｎ

Ｒ 四 〇 〇 Ｂ 及 び Ｓ Ｎ Ｒ 四 九 〇 Ｂ は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 一 三 八 （ 建 築 構 造 用 圧 延

棒 鋼 ） ― 一 九 九 六 に 適 合 す る Ｓ Ｎ Ｒ 四 〇 〇 Ａ 、 Ｓ Ｎ Ｒ 四 〇 〇 Ｂ 及 び Ｓ Ｎ Ｒ

四 九 〇 Ｂ を 、 Ｓ Ｇ Ｈ 四 〇 〇 、 Ｓ Ｇ Ｃ 四 〇 〇 、 Ｓ Ｇ Ｈ 四 九 〇 及 び Ｓ Ｇ Ｃ 四 九

〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 三 〇 二 （ 溶 融 亜 鉛 め っ き 鋼 板 及 び 鋼 帯 ） ― 一 九 九 八 に

適 合 す る Ｓ Ｇ Ｈ 四 〇 〇 、 Ｓ Ｇ Ｃ 四 〇 〇 、 Ｓ Ｇ Ｈ 四 九 〇 及 び Ｓ Ｇ Ｃ 四 九 〇 を

、 Ｃ Ｇ Ｃ 四 〇 〇 及 び Ｃ Ｇ Ｃ 四 九 〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 三 一 二 （ 塗 装 溶 融 亜 鉛 め

っ き 鋼 板 及 び 鋼 帯 ） ― 一 九 九 四 に 適 合 す る Ｃ Ｇ Ｃ 四 〇 〇 及 び Ｃ Ｇ Ｃ 四 九 〇

を 、 Ｓ Ｇ Ｌ Ｈ 四 〇 〇 、 Ｓ Ｇ Ｌ Ｃ 四 〇 〇 、 Ｓ Ｇ Ｌ Ｈ 四 九 〇 及 び Ｓ Ｇ Ｌ Ｃ 四 九

〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 三 二 一 （ 溶 融 五 十 五 パ ー セ ン ト ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 め っ

き 鋼 板 及 び 鋼 帯 ） ― 一 九 九 八 に 適 合 す る Ｓ Ｇ Ｌ Ｈ 四 〇 〇 、 Ｓ Ｇ Ｌ Ｃ 四 〇 〇

、 Ｓ Ｇ Ｌ Ｈ 四 九 〇 及 び Ｓ Ｇ Ｌ Ｃ 四 九 〇 を 、 Ｃ Ｇ Ｌ Ｃ 四 〇 〇 及 び Ｃ Ｇ Ｌ Ｃ 四

九 〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 三 二 二 （ 塗 装 溶 融 五 十 五 パ ー セ ン ト ア ル ミ ニ ウ ム ―

亜 鉛 合 金 め っ き 鋼 板 及 び 鋼 帯 ） ― 一 九 九 八 に 適 合 す る Ｃ Ｇ Ｌ Ｃ 四 〇 〇 及 び

Ｃ Ｇ Ｌ Ｃ 四 九 〇 を 、 Ｓ Ｓ Ｃ 四 〇 〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 三 五 〇 （ 一 般 構 造 用 軽

量 形 鋼 ） ― 一 九 八 七 に 適 合 す る Ｓ Ｓ Ｃ 四 〇 〇 を 、 Ｓ Ｄ Ｐ 一 Ｔ 、 Ｓ Ｄ Ｐ 二 、

Ｓ Ｄ Ｐ 二 Ｇ 、 Ｓ Ｄ Ｐ 三 、 Ｓ Ｄ Ｐ 四 、 Ｓ Ｄ Ｐ 五 及 び Ｓ Ｄ Ｐ 六 は 、 そ れ ぞ れ Ｊ

九 〇 Ｂ Ｗ ， Ｓ Ｍ Ａ 四 九 〇 Ｂ Ｐ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 九 〇 Ｃ Ｗ 及 び Ｓ Ｍ Ａ 四 九 〇 Ｃ Ｐ は

、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 一 一 四 （ 溶 接 構 造 用 耐 候 性 熱 間 圧 延 鋼 材 ） ― 一 九 九 八 に 定

め る Ｓ Ｍ Ａ 四 〇 〇 Ａ Ｗ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 〇 〇 Ａ Ｐ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 〇 〇 Ｂ Ｗ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四

〇 〇 Ｂ Ｐ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 〇 〇 Ｃ Ｗ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 〇 〇 Ｃ Ｐ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 九 〇 Ａ Ｗ 、 Ｓ

Ｍ Ａ 四 九 〇 Ａ Ｐ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 九 〇 Ｂ Ｗ ， Ｓ Ｍ Ａ 四 九 〇 Ｂ Ｐ 、 Ｓ Ｍ Ａ 四 九 〇 Ｃ

Ｗ 及 び Ｓ Ｍ Ａ 四 九 〇 Ｃ Ｐ を 、 Ｓ Ｎ 四 〇 〇 Ａ 、 Ｓ Ｎ 四 〇 〇 Ｂ 、 Ｓ Ｎ 四 〇 〇 Ｃ

、 Ｓ Ｎ 四 九 〇 Ｂ 及 び Ｓ Ｎ 四 九 〇 Ｃ は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 一 三 六 （ 建 築 構 造 用 圧

延 鋼 材 ） ― 一 九 九 四 に 定 め る Ｓ Ｎ 四 〇 〇 Ａ 、 Ｓ Ｎ 四 〇 〇 Ｂ 、 Ｓ Ｎ 四 〇 〇 Ｃ

、 Ｓ Ｎ 四 九 〇 Ｂ 及 び Ｓ Ｎ 四 九 〇 Ｃ を 、 Ｓ Ｎ Ｒ 四 〇 〇 Ａ 、 Ｓ Ｎ Ｒ 四 〇 〇 Ｂ 及

び Ｓ Ｎ Ｒ 四 九 〇 Ｂ は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 一 三 八 （ 建 築 構 造 用 圧 延 棒 鋼 ） ― 一 九

九 六 に 定 め る Ｓ Ｎ Ｒ 四 〇 〇 Ａ 、 Ｓ Ｎ Ｒ 四 〇 〇 Ｂ 及 び Ｓ Ｎ Ｒ 四 九 〇 Ｂ を 、 Ｓ

Ｇ Ｈ 四 〇 〇 、 Ｓ Ｇ Ｃ 四 〇 〇 、 Ｓ Ｇ Ｈ 四 九 〇 及 び Ｓ Ｇ Ｃ 四 九 〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ 

Ｇ 三 三 〇 二 （ 溶 融 亜 鉛 め っ き 鋼 板 及 び 鋼 帯 ） ― 一 九 九 八 に 定 め る Ｓ Ｇ Ｈ 四

〇 〇 、 Ｓ Ｇ Ｃ 四 〇 〇 、 Ｓ Ｇ Ｈ 四 九 〇 及 び Ｓ Ｇ Ｃ 四 九 〇 を 、 Ｃ Ｇ Ｃ 四 〇 〇 及

び Ｃ Ｇ Ｃ 四 九 〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 三 一 二 （ 塗 装 溶 融 亜 鉛 め っ き 鋼 板 及 び 鋼 帯

） ― 一 九 九 四 に 定 め る Ｃ Ｇ Ｃ 四 〇 〇 及 び Ｃ Ｇ Ｃ 四 九 〇 を 、 Ｓ Ｇ Ｌ Ｈ 四 〇 〇

、 Ｓ Ｇ Ｌ Ｃ 四 〇 〇 、 Ｓ Ｇ Ｌ Ｈ 四 九 〇 及 び Ｓ Ｇ Ｌ Ｃ 四 九 〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三

三 二 一 （ 溶 融 五 十 五 パ ー セ ン ト ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 め っ き 鋼 板 及 び 鋼 帯 ） ―

一 九 九 八 に 定 め る Ｓ Ｇ Ｌ Ｈ 四 〇 〇 、 Ｓ Ｇ Ｌ Ｃ 四 〇 〇 、 Ｓ Ｇ Ｌ Ｈ 四 九 〇 及 び

Ｓ Ｇ Ｌ Ｃ 四 九 〇 を 、 Ｃ Ｇ Ｌ Ｃ 四 〇 〇 及 び Ｃ Ｇ Ｌ Ｃ 四 九 〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三

三 二 二 （ 塗 装 溶 融 五 十 五 パ ー セ ン ト ア ル ミ ニ ウ ム ― 亜 鉛 合 金 め っ き 鋼 板 及

び 鋼 帯 ） ― 一 九 九 八 に 定 め る Ｃ Ｇ Ｌ Ｃ 四 〇 〇 及 び Ｃ Ｇ Ｌ Ｃ 四 九 〇 を 、 Ｓ Ｓ

Ｃ 四 〇 〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 三 五 〇 （ 一 般 構 造 用 軽 量 形 鋼 ） ― 一 九 八 七 に 定

め る Ｓ Ｓ Ｃ 四 〇 〇 を 、 Ｓ Ｄ Ｐ 一 Ｔ 、 Ｓ Ｄ Ｐ 二 、 Ｓ Ｄ Ｐ 二 Ｇ 及 び Ｓ Ｄ Ｐ 三 は

、 そ れ ぞ れ Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 三 五 二 （ デ ッ キ プ レ ― ト ） ― 一 九 七 九 に 定 め る Ｓ



 
 

平
12

_2
46

4.
do

c-
4 

Ｉ Ｓ Ｇ 三 三 五 二 （ デ ッ キ プ レ ― ト ） ― 二 〇 〇 三 に 適 合 す る Ｓ Ｄ Ｐ 一 Ｔ 、

Ｓ Ｄ Ｐ 二 、 Ｓ Ｄ Ｐ 二 Ｇ 、 Ｓ Ｄ Ｐ 三 、 Ｓ Ｄ Ｐ 四 、 Ｓ Ｄ Ｐ 五 及 び Ｓ Ｄ Ｐ 六 に 、

Ｓ Ｗ Ｈ 四 〇 〇 及 び Ｓ Ｗ Ｈ 四 〇 〇 Ｌ は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 三 五 三 （ 一 般 構 造 用 溶

接 軽 量 Ｈ 型 鋼 ） ― 一 九 九 〇 に 適 合 す る Ｓ Ｗ Ｈ 四 〇 〇 を 、 Ｓ Ｔ Ｋ 四 〇 〇 及 び

Ｓ Ｔ Ｋ 四 九 〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 四 四 四 （ 一 般 構 造 用 炭 素 鋼 管 ） ― 一 九 九 四

に 適 合 す る Ｓ Ｔ Ｋ 四 〇 〇 及 び Ｓ Ｔ Ｋ 四 九 〇 を 、 Ｓ Ｔ Ｋ Ｒ 四 〇 〇 及 び Ｓ Ｔ Ｋ

Ｒ 四 九 〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 四 六 六 （ 一 般 構 造 用 角 形 鋼 管 ） ― 一 九 八 八 に 適

合 す る Ｓ Ｔ Ｋ Ｒ 四 〇 〇 及 び Ｓ Ｔ Ｋ Ｒ 四 九 〇 を 、 Ｓ Ｔ Ｋ Ｎ 四 〇 〇 Ｗ 、 Ｓ Ｔ Ｋ

Ｎ 四 〇 〇 Ｂ 及 び Ｓ Ｔ Ｋ Ｎ 四 九 〇 Ｂ は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 四 七 五 （ 建 築 構 造 用 炭

素 鋼 管 ） ― 一 九 九 六 に 適 合 す る Ｓ Ｔ Ｋ Ｎ 四 〇 〇 Ｗ 、 Ｓ Ｔ Ｋ Ｎ 四 〇 〇 Ｂ 及 び

Ｓ Ｔ Ｋ Ｎ 四 九 〇 Ｂ を 、 四 ・ 六 、 四 ・ 八 、 五 ・ 六 、 五 ・ 八 及 び 六 ・ 八 は 、 Ｊ

Ｉ Ｓ Ｂ 一 〇 五 一 （ 炭 素 鋼 及 び 合 金 鋼 製 締 結 用 部 品 の 機 械 的 性 質 ― 第 一 部

… ボ ル ト 、 ね じ 及 び 植 え 込 み ボ ル ト ） ― 二 〇 〇 〇 に 適 合 す る 強 度 区 分 で あ

る 四 ・ 六 、 四 ・ 八 、 五 ・ 六 、 五 ・ 八 及 び 六 ・ 八 を 、 Ｓ Ｃ 四 八 〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ

 Ｇ 五 一 〇 一 （ 炭 素 鋼 鋳 鋼 品 ） ― 一 九 九 一 に 適 合 す る Ｓ Ｃ 四 八 〇 を 、 Ｓ Ｃ

Ｗ 四 一 〇 Ｃ Ｆ 、 Ｓ Ｃ Ｗ 四 八 〇 Ｃ Ｆ 及 び Ｓ Ｃ Ｗ 四 九 〇 Ｃ Ｆ は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 五

二 〇 一 （ 溶 接 構 造 用 遠 心 力 鋳 鋼 管 ） ― 一 九 九 一 に 適 合 す る Ｓ Ｃ Ｗ 四 一 〇 Ｃ

Ｆ 、 Ｓ Ｃ Ｗ 四 八 〇 Ｃ Ｆ 及 び Ｓ Ｃ Ｗ 四 九 〇 Ｃ Ｆ を 、 Ｓ Ｕ Ｓ 三 〇 四 Ａ 、 Ｓ Ｕ Ｓ

三 一 六 Ａ 、 Ｓ Ｕ Ｓ 三 〇 四 Ｎ 二 Ａ 及 び Ｓ Ｃ Ｓ 一 三 Ａ Ａ ― Ｃ Ｆ は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ

四 三 二 一 （ 建 築 構 造 用 ス テ ン レ ス 鋼 材 ） ― 二 〇 〇 〇 に 適 合 す る Ｓ Ｕ Ｓ 三 〇

四 Ａ 、 Ｓ Ｕ Ｓ 三 一 六 Ａ 、 Ｓ Ｕ Ｓ 三 〇 四 Ｎ 二 Ａ 及 び Ｓ Ｃ Ｓ 一 三 Ａ Ａ ― Ｃ Ｆ を

、 Ａ 二 ― 五 〇 及 び Ａ 四 ― 五 〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ 一 〇 五 四 ― 一 （ 耐 食 ス テ ン レ

ス 鋼 製 締 結 用 部 品 の 機 械 的 性 質 ― 第 一 部 ： ボ ル ト 、 ね じ 及 び 植 込 み ボ ル ト

） ― 二 〇 〇 一 に 適 合 す る Ａ 二 ― 五 〇 及 び Ａ 四 ― 五 〇 に 、 Ｓ Ｒ 二 三 五 及 び Ｓ

Ｒ 二 九 五 、 Ｓ Ｄ 二 九 五 Ａ 、 Ｓ Ｄ 二 九 五 Ｂ 、 Ｓ Ｄ 三 四 五 及 び Ｓ Ｄ 三 九 〇 は 、

Ｄ Ｐ 一 Ｔ 、 Ｓ Ｄ Ｐ 二 、 Ｓ Ｄ Ｐ 二 Ｇ 及 び Ｓ Ｄ Ｐ 三 を 、 Ｓ Ｗ Ｈ 四 〇 〇 及 び Ｓ Ｗ

Ｈ 四 〇 〇 Ｌ は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 三 五 三 （ 一 般 構 造 用 溶 接 軽 量 Ｈ 型 鋼 ） ― 一 九

九 〇 に 定 め る Ｓ Ｗ Ｈ 四 〇 〇 を 、 Ｓ Ｔ Ｋ 四 〇 〇 及 び Ｓ Ｔ Ｋ 四 九 〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ

 Ｇ 三 四 四 四 （ 一 般 構 造 用 炭 素 鋼 管 ） ― 一 九 九 四 に 定 め る Ｓ Ｔ Ｋ 四 〇 〇 及

び Ｓ Ｔ Ｋ 四 九 〇 を 、 Ｓ Ｔ Ｋ Ｒ 四 〇 〇 及 び Ｓ Ｔ Ｋ Ｒ 四 九 〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三

四 六 六 （ 一 般 構 造 用 角 形 鋼 管 ） ― 一 九 八 八 に 定 め る Ｓ Ｔ Ｋ Ｒ 四 〇 〇 及 び Ｓ

Ｔ Ｋ Ｒ 四 九 〇 を 、 Ｓ Ｔ Ｋ Ｎ 四 〇 〇 Ｗ 、 Ｓ Ｔ Ｋ Ｎ 四 〇 〇 Ｂ 及 び Ｓ Ｔ Ｋ Ｎ 四 九

〇 Ｂ は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 四 七 五 （ 建 築 構 造 用 炭 素 鋼 管 ） ― 一 九 九 六 に 定 め る

Ｓ Ｔ Ｋ Ｎ 四 〇 〇 Ｗ 、 Ｓ Ｔ Ｋ Ｎ 四 〇 〇 Ｂ 及 び Ｓ Ｔ Ｋ Ｎ 四 九 〇 Ｂ を 、 四 ・ 六 、

四 ・ 八 、 五 ・ 六 、 五 ・ 八 及 び 六 ・ 八 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ 一 〇 五 一 （ 炭 素 鋼 及 び

合 金 鋼 製 締 結 用 部 品 の 機 械 的 性 質 ― 第 一 部 … ボ ル ト 、 ね じ 及 び 植 え 込 み ボ

ル ト ） ― 二 〇 〇 〇 に 定 め る 強 度 区 分 で あ る 四 ・ 六 、 四 ・ 八 、 五 ・ 六 、 五 ・

八 及 び 六 ・ 八 を 、 Ｓ Ｃ 四 八 〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 五 一 〇 一 （ 炭 素 鋼 鋳 鋼 品 ） ―

一 九 九 一 に 定 め る Ｓ Ｃ 四 八 〇 を 、 Ｓ Ｃ Ｗ 四 一 〇 Ｃ Ｆ 、 Ｓ Ｃ Ｗ 四 八 〇 Ｃ Ｆ 及

び Ｓ Ｃ Ｗ 四 九 〇 Ｃ Ｆ は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 五 二 〇 一 （ 溶 接 構 造 用 遠 心 力 鋳 鋼 管 ）

― 一 九 九 一 に 定 め る Ｓ Ｃ Ｗ 四 一 〇 Ｃ Ｆ 、 Ｓ Ｃ Ｗ 四 八 〇 Ｃ Ｆ 及 び Ｓ Ｃ Ｗ 四 九

〇 Ｃ Ｆ を 、 Ｓ Ｕ Ｓ 三 〇 四 Ａ 、 Ｓ Ｕ Ｓ 三 一 六 Ａ 、 Ｓ Ｕ Ｓ 三 〇 四 Ｎ 二 Ａ 及 び Ｓ

Ｃ Ｓ 一 三 Ａ Ａ ― Ｃ Ｆ は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 四 三 二 一 （ 建 築 構 造 用 ス テ ン レ ス 鋼 材

） ― 二 〇 〇 〇 に 定 め る Ｓ Ｕ Ｓ 三 〇 四 Ａ 、 Ｓ Ｕ Ｓ 三 一 六 Ａ 、 Ｓ Ｕ Ｓ 三 〇 四 Ｎ

二 Ａ 及 び Ｓ Ｃ Ｓ 一 三 Ａ Ａ ― Ｃ Ｆ を 、 Ａ 二 ― 五 〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｂ 一 〇 五 四 （

ス テ ン レ ス 鋼 製 耐 食 ね じ 部 品 の 機 械 的 性 質 ） ― 一 九 九 五 に 定 め る Ａ 二 ― 五

〇 を 、 Ｓ Ｒ 二 三 五 及 び Ｓ Ｒ 二 九 五 、 Ｓ Ｄ 二 九 五 Ａ 、 Ｓ Ｄ 二 九 五 Ｂ 、 Ｓ Ｄ 三

四 五 及 び Ｓ Ｄ 三 九 〇 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 一 一 二 （ 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 用 棒 鋼 ）

― 一 九 八 七 に 定 め る Ｓ Ｒ 二 三 五 及 び Ｓ Ｒ 二 九 五 、 Ｓ Ｄ 二 九 五 Ａ 、 Ｓ Ｄ 二 九

五 Ｂ 、 Ｓ Ｄ 三 四 五 及 び Ｓ Ｄ 三 九 〇 を 、 Ｓ Ｒ Ｒ 二 三 五 及 び Ｓ Ｄ Ｒ 二 三 五 は 、
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Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 一 一 二 （ 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 用 棒 鋼 ） ― 一 九 八 七 に 適 合 す る Ｓ

Ｒ 二 三 五 及 び Ｓ Ｒ 二 九 五 、 Ｓ Ｄ 二 九 五 Ａ 、 Ｓ Ｄ 二 九 五 Ｂ 、 Ｓ Ｄ 三 四 五 及 び

Ｓ Ｄ 三 九 〇 を 、 Ｓ Ｒ Ｒ 二 三 五 及 び Ｓ Ｄ Ｒ 二 三 五 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 一 一 七 （

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 用 再 生 棒 鋼 ） ― 一 九 八 七 に 適 合 す る Ｓ Ｒ Ｒ 二 三 五 及 び Ｓ

Ｄ Ｒ 二 三 五 を 、 そ れ ぞ れ 表 す も の と す る 。 以 下 第 二 の 表 に お い て 同 様 と す

る 。 

Ｊ Ｉ Ｓ Ｇ 三 一 一 七 （ 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 用 再 生 棒 鋼 ） ― 一 九 八 七 に 定 め る

Ｓ Ｒ Ｒ 二 三 五 及 び Ｓ Ｄ Ｒ 二 三 五 を 、 そ れ ぞ れ 表 す も の と す る 。 以 下 第 二 の

表 に お い て 同 様 と す る 。 

二 ・ 三 略 二 ・ 三 略 

第 二 略 第 二 溶 接 部 の 許 容 応 力 度 の 基 準 強 度 

一 略 一 溶 接 部 の 許 容 応 力 度 の 基 準 強 度 は 、 次 号 に 定 め る も の の ほ か 、 次 の 表 の 数

値 （ 異 な る 種 類 又 は 品 質 の 鋼 材 を 溶 接 す る 場 合 に お い て は 、 接 合 さ れ る 鋼 材

の 基 準 強 度 の う ち 小 さ い 値 と な る 数 値 。 次 号 並 び に 第 四 第 一 号 本 文 及 び 第 二

号 に お い て 同 じ 。 ） と す る 。 

鋼 材 等 の 種 類 及 び 品 質 

基 準 強 度 （ 単 位 一 平 方 ミ リ メ ー

ト ル に つ き ニ ュ ー ト ン ） 

鋼 材 等 の 種 類 及 び 品 質 

基 準 強 度 （ 単 位 一 平 方 ミ リ メ ー

ト ル に つ き ニ ュ ー ト ン ） 

略 略 略 略 略 略 略 略 

ス テ ン 

 

 

構 造 用

鋼 材 

Ｓ Ｕ Ｓ 三 〇 四 Ａ 

Ｓ Ｕ Ｓ 三 一 六 Ａ 

Ｓ Ｄ Ｐ 四 

Ｓ Ｄ Ｐ 五 

二 三 五 

ス テ ン 

 

 

構 造 用

鋼 材 

Ｓ Ｕ Ｓ 三 〇 四 Ａ 

Ｓ Ｕ Ｓ 三 一 六 Ａ 

二 三 五 

レ ス 鋼  Ｓ Ｕ Ｓ 三 〇 四 Ｎ 二 Ａ 

Ｓ Ｄ Ｐ 六 

三 二 五 

レ ス 鋼  

Ｓ Ｕ Ｓ 三 〇 四 Ｎ 二 Ａ 三 二 五 

 

略 略 略 
 

略 略 略 

略 略 略 略 略 略 
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二 略 二 略 
第 三 ・ 第 四 略 第 三 ・ 第 四 略 

  

   附 則 

１ 昭 和 五 十 五 年 建 設 省 告 示 第 千 七 百 九 十 四 号 は 、 廃 止 す る 。 

   附 則 

１ 昭 和 五 十 五 年 建 設 省 告 示 第 千 七 百 九 十 四 号 は 、 廃 止 す る 。 

   附 則 

こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 

 


